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Abstract : In Japan, it has been over 20 years since the concept of area management, which creates regional appeal and value, first 
emerged. The Urban Regeneration Promotion Corporation system was established under the 2002 Act on Special Measures for 
Urban Regeneration. Initially positioned as a complementary role to government administration, its functions have expanded, and the 
number of registrations has increased since 2017.In recent years, area platforms have been established as forums for 
consensus-building among diverse stakeholders, and vision formulation to outline future directions has also advanced, leading to 
diversification in the roles of promotion organizations and collaborative frameworks. 
 
１-１.研究の背景及び目的 

我が国の都市再生において，地域の魅力・価値を創

造するエリアマネジメント[1]（以下，エリマネ）の概

念が生まれてから，20 年以上が経過している． 

都市再生における制度的枠組みでは，2002 年に都市

再生特別措置法（以下，特措法）が創設され，2007 年

には都市再生推進法人制度が創設された．特措法は，

社会背景に合わせて改正が行われ，都市再生推進法人

（以下，推進法人）が担うことのできる機能や役割が

増加している．このような推進法人の拡充により，か

つて，行政の補完的役割であった推進法人は，まちづ

くりを主体的に行う組織[2]へと変化している． 

また，2020 年には，官民連携まちなか再生推進事業

（以下，官まち事業）が創設され，多様な関係者によ

る合意形成の場として，エリアプラットフォーム 1)（以

下,エリプラ）構築や，地域の将来像を明確化するエリ

アビジョン２）（以下，ビジョン）の策定が促進された． 

このように現在では，推進法人のようにまちづくり

を主体的に行う，事業体としてのエリマネと，エリプ

ラのように多様な主体が参加・連携する，プラットフ

ォームとしてのエリマネが存在する[3]．さらに,官まち

事業の創設により，エリプラによるビジョン策定が促

進される．しかし，ビジョンを実現する上では，プラ

ットフォーム型のエリマネだけでなく，事業型のエリ

マネによる活動が必要だと考える． 

以上より，本研究の目的は，事業体としてエリマネ

を行う推進法人に着目し，ビジョンを実現する上で，

どのような役割及び連携体制を担っているかを明らか

にする点にある． 

１-２.研究の対象及び方法 

2024 年度 10 月時点で，推進法人に登録のある 137
団体のうち，文献調査 3)の時点（2025 年度 9 月）で，

Web 上にビジョンを公表する 45 団体を対象に，ビジョ

ン実現に向けた推進体制の傾向を明らかにする． 
２.エリアビジョンを掲げる推進法人の傾向 

 ２章では，ビジョンを掲げる推進法人（45 団体，

32.8％）を対象に,推進法人の傾向を明らかにする． 
 ビジョンを掲げる推進法人の法人格では，まちづく

り会社（20 団体，44.4％）及び社団・財団法人（21 団

体，46.7％）が多い傾向であることが確認できる. 
また，研究対象となる推進法人 45 団体が掲げるビジ

ョン 46 件のうち，34 件（73.9％）が官まち事業が創設

の 2020 年以降に策定されている．一方で，官まち事業

が創設の 2020 年以前にも 12 件（26.1％）のビジョン

が策定されていることが確認できる（Table1）． 
Table1. エリアビジョンを公表する都市再生推進法人 
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Table2. 各類型の推進法人概要及びビジョン実現に向けた推進体制 

３.エリアビジョン実現に向けた推進体制の傾向 

ビジョンの推進体制では，記載のある団体に着目す

ると， ❶推進法人がビジョンの策定主体であるケース

（以下，推進法人策定型）❷推進法人を含まないエリ

プラがビジョンを策定しているケース（以下，エリプ

ラ策定型）❸元々存在のあった推進法人がエリプラの

事務局となり，エリアビジョンを策定するケース（推

進法人-エリプラ策定型）があることが確認できた． 
本章では，策定主体が明らかで，Web 上に連携体制

が明記されている３団体を、各類型の代表例として抽

出し，ビジョン実現に向けた推進体制における，推進

法人の役割及び連携体制の観点から比較し，分析を行

う（Table2）． 
❶推進法人策定型の例では，秋葉原タウンマネジメ

ント株式会社（以下，秋葉原 TMO）がある．推進法人

である秋葉原 TMO は，2025 年に「秋葉原ウォーカブ

ルビジョン 4）」を策定している．また，警察及び町会

と連携することで，歩行者天国を実施している． 
❷エリプラ策定型の例では，一般社団法人伊豆長岡

温泉エリアマネジメントがある．2020 年に，エリプラ

である伊豆長岡温泉ミライ会議が主体となり，「伊豆長

岡温泉ミライビジョン 5）」が策定された．また，ビジ

ョン設立後の 2021 年に，一般社団法人伊豆長岡温泉エ

リアマネジメントが推進法人指定された．また，同時

期に株式会社まちづくり伊豆長岡温泉が設立され，共

にビジョンの実行役としての役割を担っている． 
❸推進法人-エリプラ策定型の例では，株式会社ジェ

イスピリットがある．2016年に，推進法人に指定され，

2023年に自由が丘エリアプラットフォームが設立され

るとともに，「自由ケ丘未来ビジョン 6）」が策定された．

また，推進法人がエリプラの事務局を担っており，目

黒区及び各まちづくり組織・団体のコーディネートを

担っている． 
４.まとめ 
 以上より，推進法人の約３割がビジョンを策定し，

約 75％のビジョンが官まち事業が創設の 2020 年以降

に策定されていることが分かる． 
また，エリアビジョンを推進する上で，策定主体・

推進主体及びエリプラの事務局など，推進法人の役割

及び連携体制は多様化しており，これからエリマネ活

動を行う上では，他組織との役割分担や連携体制が重

要になると考える． 
 このように，推進法人は，まちづくりを主体的に進

める役割に留まらず，エリプラを始めとする他のまち

づくり組織と連携しながら，ビジョンを推進する役割

を担う傾向にあると考える． 
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注釈 
１） 本研究における「エリアプラットフォーム」の定義は，官民の多様な人々

が話し合いを行う場であり，官民連携まちなか再生推進事業に採択され

ているものとする． 

２） 本研究における「エリアビジョン」の定義は，行政や民間の連携により

構成されるエリマネ団体が掲げる，まちづくり活動を行う上での「地域

の将来像や目標」を指し，地域独自かつ任意で策定するものであり，行

政計画とは異なるものとする. 

３） インターネット検索により，「推進法人名」と「ビジョン」「将来像」「目

標像」「ガイドライン」「指針」の and 検索で，エリアビジョンを抽出． 

４） 「秋葉原ウォーカブルビジョン」https://x.gd/yQy13 
（最終閲覧日：2025.10.01） 

５） 「伊豆長岡温泉ミライビジョン」https://x.gd/w7uB4 
（最終閲覧日：2025.10.01） 

６） 「自由が丘未来ビジョン」https://x.gd/0V6HP 
（最終閲覧日：2025.10.01） 

自由が丘エリアプラットフォーム伊豆長岡温泉ミライ会議（2020 ～）

秋葉原タウンマネジメント株式会社

※事業体制図 サポーター
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・「自由が丘未来ビジョン」の策定
・合意形成

・「伊豆長岡温泉未来ビジョン」の策定（戦略をデザイン）・「秋葉原ウォーカブルビジョン」の策定

・都市再生整備計画の提案
・エリプラの統括役

（一社）伊豆長岡温泉
エリアマネジメント

（株）まちづくり
伊豆長岡温泉

・開発事業の主体

・地域住民の有志による通りの活性化・ウォーカブルまちづくりデザインの策定

・ハード整備・エリプラの事務局
・都市再生整備計画の提案
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